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SO第1部 親族 と社会構造

第3章 ジ ェ ン ダ ー ・性 ・セ ク シ ュ ア リテ ィ

1性

食欲 を満たすための食行動,性 欲を満足させるための性行動はあ

らゆる人間社会にみ られる。そのような行動は,人 類の精神的素質

のなかに刻み こまれ,遺 伝的にひきつがれてきた摂食本能や性本能

に基づ くと,か つての心理学ではみなされてきた。 また,男 性が狩

猟や戦争などの広域的な力仕事 を,女 性が家事 ・育児や採集などの

家内的な仕事を行 うといった分業 も,多 くの社会でみいだされる。

その性による役割 は,男 性 と女性 という生物学的な性の違いによっ

て決 められるという見方 もある。

社会人類学の調査 ・研究のつみかさねにより,性 行動や性役割が

社会 ごとに多様性 を示すことが明らかになってきた。たとえば,何

を 「性的」な行為 とみなすかは,社 会によってかなり異なる。われ

われの社会では,兄 と妹が一つのテーブルで食事をした り,一 つの

部屋 に同席することは,ご く自然の行為である。 しかし,兄 弟姉妹

の結 びつきが社会関係の要になっているオセアニア社会では,そ の

ような行為 は近親相姦的行為 とみなされ,社 会的制裁をうける。分

業 に関 して も男性が農耕 と料理づ くり,女 性が漁携 と交換品の製作

に責任をもつ社会 もある。 また,夫 婦のあいだで も性交渉 を極端な

ほど抑制 し,生 殖 目的以外の性 を禁止する社会 もある。

われわれは,男 性 と女性の性別が染色体の構造,生 殖器官や身体
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的 形 態 な ど,生 物 学 的 に決 定 され る と考 え る。 しか し,異 常 な 形 態

の 性 器 を もつ 人 は どの よ う に性 別 を判 定 され る の で あ ろ う か。 ア メ

リカ の性 科 学 者 マ ネー の研 究 に よ る と,生 理 学 上 は女 性 で あ るが,

「奇 形 の ペ ニ ス」 を もっ て 生 まれ た た め に 「男 性 」 と し て育 て ら れ

た人 は,思 春 期 に 女 性 で あ る こ と を知 っ た と して も,例 外 な くそ れ

ま で 自 分 が 信 じ て き た 性 別 の ま ま 生 き 続 け る と い う(MONEY,

1975)。 これ は 半 陰 陽 の 例 で あ るが,性 別 を決 定 す る う えで も,染 色

体,ホ ル モ ン,性 器 自体 が 絶 対 の 基 準 に な らな い こ と を示 して い る 。

性 別 も母 国 語 や そ の 社 会 の 「男 ら し さ」 「女 ら し さ 」を 身 に つ け る と

同様 に,「 育 ち か た 」に強 く影 響 され る の で あ る。 した が っ て,人 間

の性 行 動 や 性 役 割 は,生 物 学 的 条 件 で決 定 さ れ る の で は な く,人 が

育 て られ る社 会 的 環 境 や 文 化 的 カ テ ゴ リー に よ っ て 決 め られ る の で

あ る 。 本 章 で は,性 に 関 す る さ ま ざ まな 事 象 につ い て 考 え て み る こ

とに し よ う。

日本 語 の 「性 」 とい う こ とば に は,生 まれ つ き の 性 質 か ら男 性 と

女 性 の 性 別,性 欲 と性 行 動,さ ら に は 名 詞 や 代 名 詞 の 形 態 分 類 な ど,

多 くの 意 味 が付 与 さ れ て い る。 それ に く らべ,英 語 に は,セ ッ クス

(sex),セ ク シ ュ ア リテ ィ(sexuality),ジ ェ ン ダ ー(gender)と い う

三 語 が あ り,日 本 語 の 性 よ りは か な り明 確 な 意 味 区 分 を し て い る。

セ ック ス は,男 性 と女 性 とい う人 間 の 生 理 的 ・肉体 的 な性 別 を さす

こ とば で あ る。 しか し,セ ク シ ュ ア リテ ィ と ジ ェ ン ダ ー に つ い て は,

それ を使 用 す る人 や 使 わ れ る文 脈 に よ っ て,か な り異 な る。 また,

セ ク シ ュア リテ ィや ジ ェ ン ダー とい った こ と ば が,学 問 上 の 用 語 と

し て定 着 した の もそ ん な に 古 い こ とで は な い 。 そ こで,本 章 で と り

あ げ る そ れ ら の用 語 に つ い て,社 会 人 類 学 的 視 点 か ら,一 応 の 定 義

を して お こ う。

セ ッ ク ス は,生 物 学 的 な カ テ ゴ リー で 受 精 時 に染 色 体 の作 用 で 決
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定 さ れ る オ ス とメ ス とい う性 の ち が い を さす 。 そ れ に た い し,ジ ェ

ン ダ ー は生 物 学 的 な 性 の 差 異 に基 づ い て,社 会 集 団 や 個 々 の 文 化 が

規 定 す る地 位 と役 割 カ テ ゴ リー を意 味 す る。 い か な る社 会 に お い て

も,個 人 が 性 的 ア イ デ ンテ ィテ ィ(自 認)を 確 認 す る た め の い ろ い ろ

な 基 準 を も う け て い る。 日本 で は,ボ ク と ワ タ シ と い う言 葉 か ら,

衣 服,仕 事,さ らに は男 子 は 強 く,女 性 は 優 し くとい っ た 「男 ち し

さ」 「女 ら し さ」 に つ い て の 価 値 観 に い た る まで 社 会 的 規 範 が あ る。

し た が っ て,ジ ェ ン ダ ー は,社 会 や 文 化 に よ っ て 決 め られ る性 質 の

も の で あ る。 そ して,セ ク シ ュア リテ ィ は,性 器 結 合 に 関 連 す る行

動 で,そ れ を促 進 し,そ れ の 代 替 とな りあ る い は それ か ら結 果 す る

対 人 行 動 を意 味 す る(松 園,1987)。 つ ま り,性 欲 の 発 現 形 態 と して の

セ ク シ ュ ア リ テ ィは,人 間 の 言 語 表 現,性 的 し ぐ さ,性 交,自 慰,

同 性 愛 な ど性 的 行 動 の あ らゆ る もの をふ くん で い る。 セ ク シ ュ ア リ

テ ィ を こ こで は 「性 行 動 」 の こ とば で 表 す。

2セ ク シ ュア リテ ィ(性 行 動)

1960年 代か ら欧米社会 においては 「性の解放」が叫ばれるように

なった。それは性 を規制 し規定する従来のあらゆる伝統的な観念 と

制度から,性 を解 き放つ思想 と運動である(我妻,1981)。1953年 の『キ

ンゼイ報告女性編』 による と,ア メリカで婚前交渉の経験 をもつ女

性は50%で あったが,そ の動 きに影響 されてか,1980年 の調査によ

ると19歳 の男女の3人 に2人 は性経験があると報告されている。ス

トックホルムで も同年代の男子は80%,女 子は89%が 婚前の性交渉

を経験 している(DIAMOND,1984)。

性の解放が進められたキ リス ト教世界においては,ギ リシャ,ロ

ーマ時代から性を抑圧してきた長い歴史がある。プラ トニック ・ラ
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ブで有名な哲学者プラ トンは,高 度な精神的愛が自己統御を可能に

し,性 的欲望は最 も低級な ものと位置づけた。それ以後,子 孫 をつ

くる性行動だけを正当化 し,生 殖 にいたらぬ性行動をことごとく罪

とみなす考えがキ リス ト教の主流 をなした。その代表的な思潮は,

19世紀 ヴィク トリア朝のイギリスにみることができる。とくに,「女

性には性欲がない」 とか 「オーガズムを経験する女性は片輪」な ど

という観念が広 く信 じられた。一方で,「生めよ,殖 えよ,地 に満て

よ」という神の意にそうために,性 交渉は夫婦が子 どもを産むため

の行為として許 された。ただ し,夫 婦が性行為 を楽 しむことは認め

られなかった。

この時代の婚前および婚外 などの性的冒険には,男 性 には 「甲斐

性」,女 性には 「尻軽」という二重基準(ダ ブルスタンダー ド)が根底

にあった。 とくに,女 性の婚外性交は,許 されざる罪 とな り,妻 は

家庭から追放された。 したがって,近 年のウーマン ・リヴやフェミ

ニス トによる性解放 という標語は,男 性社会 に対する女性の性の自

由を求めることにほかならない。キ リス ト教世界に限 らず,イ スラ

ム,仏 教,ヒ ン ドゥー教などの社会においても,性 はその二重基準

の もとに規定される傾向が強い。

他方,民 族誌に描かれる伝統社会の性行動 は,性 を肯定する社会

か ら,そ れを否定する社会 まで,実 に多様である。 ここでは,性 的

行動を奨励助長するような価値,規 範,信 念や態度 を多 くもつ社会

を 「性肯定社会」 とし,そ の反対に性行動 を阻止 し縮少 させるよう

な価値,規 範 な どを多 くもつ社会 を 「性 否定 社 会」 と規 定 し

(BEcKER,1984;松 園,1987),民 族社会の性行動をみることにしよ

う。
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1)性 肯定社会

パプア ・ニューギニアの トロブリアン ド社会の性行動について,

マ リノフスキーは,つ ぎのように記述 している。

「貞節 とはこの原住民に知 られざる徳である。信じがたいほ ど小

さなうちに,彼 らは性生活の手ほどきを受 ける。無邪気にみえる子

どもの遊戯 もみかけほど無害なものではない。成長するにしたがっ

て,乱 婚的な 自由恋愛の生活 にはい り,そ れが しだいにかな り恒

久 的 な愛情 に発 展 し,そ の一 つ が 結 婚 に終 わ る の で あ る」

(MALINOWSKI,1922)o

トロブリアン ドでは,少 女は6～8歳 か ら思春期 まで性的遊びに

ふけ り続ける。彼女たちの方から少年に性的攻撃 をしかけた りもす

る。ほかのオセアニア社会で も若者の性行動の自由がひろ く認めら

れている。 ミクロネシアの トラック社会では,少 女が初潮 を迎える

には性交の回数を重ねなければならない と考えられている。女性が

配偶者を選ぶ条件 は,男 性の性的な強 さによって左右 される。その

ため少年は,性 器を立派にした り,異 性 とのデー トに夜這棒なるも

のを用いて工夫 をこらした。彼らは思春期を過 ぎても農耕での働 き

手 として期待 されず,性 を中心 とした生活 に没頭 で きる(須 藤,

1989)。 ポリネシアのマ ンガイア社会 も性 におお らかな社会である。

男性には性交によって繰 り返 し射精 し,男 らしさを誇示することが

期待される。一回の性交で女性 を何回オーガズムにいた らせるかが

男性の評価になる。男女 とも婚前性交が奨励 され,相 手の肉体的な

魅力 とエロティックな刺激により性欲がかきたてられると性交が行

われ,性 関係が満足なものであれば,相 手への愛1青が育つ。結婚後

において も,性 関係が印象的であった古い恋人に会 うことも大 目に

み られている(MARsHALL,1971)。

インドのム リア(非 ヒンドゥー教徒)社 会には,思 春期の男女が自
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由に交流する 「寝宿」があった。ム リア社会では,淫 乱 という考 え

方がなく,子 どもの性的経験 を広げるために,年 長者がパー トナー

を組み合わせた りする。北 ローデシアのチュワ族の子供 も村外に小

屋を建て,「夫婦 ごっこ」を行 う。男女 とも結婚するまで相手を変 え

て性関係 をもつ。 これは,子 供が早期に性の訓練 を始めない と子孫

をもてないという観念 に基づいている(DIAMoND,1984;FoRD&

BEACH,1951)o

オセアニアやインド,ア フリカなどの社会で,思 春期前後の男女

の性行動が寛容なのは,子 供の性的表現を自然なことと考 え,子 供

が性的経験 を積み,熟 達することを望ましい成長過程 とみなす文化

の枠組みがあるからともいえよう。それ らの社会では,実 際に思春

期前後の女性の妊娠は少ない(10%以 下)と 報告されているが,も し

未婚の母や父親の塑 ・でない子が生 まれたとしても,社 会的に差別

や偏見をうけることな く,家 族,親 族集団の成員 としてその社会で

正当な権利 を享受 しうる価値観や制度がつ くられている。

2)性 否定社会

アイルランドのアイニス・ビーグ村(仮 名)で は,現 在でも性行動

は極力避けるべきものであると考えられている。 これはローマ ン・

カソリック教会の禁令が強い影響をおよぼし,牧 師がふ しだらな者

を呪いにかけるといって教区民 を脅 し,密 告 を督促 したからだ とい

う。そのため,公 共の場で男女 は別の席につき,両 性が参加する社

交の場はまった くない。男性は性交を身体を衰退させるもの と考え,

仕事 をする前の夜は妻 と性関係 をもたないというし,女 性 もオーガ

ズムがないのが普通である(MEssENGER,1971)。

若者の性行動の逸脱 を禁止する社会は,い わゆる未開社会で もか

な り多い。少年が性器を指で さわった りマスターべ一ションをする
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ことを禁ずる社会はニューギニアに多い。たとえばクォマ族の社会

では,そ のような行為 をする少年は棒や鞭で打たれ,厳 しく戒めら

れる。 これは,少 年が成人に達するまで精液 を身体に充満 しておか

なければな らない という観念 と結びついている。精液の消耗が男性

らしさの喪失になるからである。ガーナのアシャンティ社会,ブ ラ

ジルのアピナエ社会でも,少 年少女の性的な遊びは忌避されている。

とくに,思 春期の男女の性的行動が規制 され る。アシャンティでは,

当事者は死刑に値するといわれ,婚 前性交渉は禁止 されている(しか

し,それほど守られていない)。思春期の男女の性関係を厳格 に抑制す

る社会では,両 性 を隔離するとか娘を常時監視下にお く手段が こう

じられている。アフリカのワピシマナ社会では,性 交渉 を結婚 とみ

なすため,付 添人のいない ときには若い男女をいっしょに遊ばせた

り,交 際 させない。アメリカインディアンのホーピ社会では,娘 を

家庭に とじこめ老女がつきっきりで監視する。 ミクロネシアのギル

バー ト社会でも,か つて未婚女性の貞操が重視 され,も し女性が誘

惑され,そ れが大 っぴ らになると,二 人は殺された という。また,

スリランカのヴェッダ社会では未婚の娘の親族は彼女 と話 している

少年を見つけると,彼 を殺 してもよい と報告されている(FORD&

BEACH,1951)o

思春期の男女の性だけでな く,夫 婦間の性関係 を否定する社会 も

ある。ニ ューギニアのマヌス社会では,大 戦前 まで性行為は罪深い,

下品で恥ずべき行為 とみなしていた。すべての前戯は禁止され,夫

は妻の胸にふれることもできないし,妻 は性交 を嫌悪 し,子 どもを

産むための義務 として行 っていた。妻に とって子供を産むまでの性

行動は苦痛以外のなにもので もな く,ミ ー ドは 「ヴィクトリア朝時

代の清教徒の女たちが したように,恥 で惨 めな経験」であると報告

している(MEAD,1930)。 ニューギニアのマエ・エンガなど高地社会
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では,男 性が敵対関係にある集団(氏 族)か ら妻 を 「盗み出す」。 こ

れは,男 が 「戦争する相手 と結婚する」ために,結 婚後 も妻は夫 に

対 して敵意や憎 しみを抱 き続 けるとい う(MEGGIT,1965)。 したがっ

て,マ ヌスと同様に夫婦間での性関係を避 けるのは精神的つなが り

が欠如するか らとも考えられる。他方,ニ ューギニアの多 くの社会

では,精 液を無意味に放出したり,月 経や産血に代表される稼れた

存在である女性 との性的交渉をもつことは,男 性 を衰弱 させるとい

う 「性恐怖観念」があり,そ れが男女の性行動を抑制する規範 にな

っている(杉 島,1981)。

3)処 女性

ニューギニア社会を別にすると,思 春期前後の性行動 を禁止する

社会では,女 性の処女性 を重視する考えが強 くみられる。今でも,

ギリシャなど地中海諸国やイスラム教の世界では,結 婚時の花嫁 の

処女性が大きな問題 になる。 トルコのクル ド族では,花 婿 と花嫁が

性交渉 した とき,「結婚式の布」に血がついているか否か を調べる。

処女であることがわかれば,そ の布 を指にかけ村中をね り歩 く。そ

のあとで,婿 方から結納金が支払われる。 タンザニアのイスラムの

影響をうけたニ ャキュサ族で も,処 女であることが婚資の多寡 を決

定するという。

性行動 に対する伝統的な観念が変わってきた社会 もある。ポ リネ

シアの トンガでは,キ リス ト教の布教 と受容によって,今 世紀初頭

か ら,少 女の処女性が重要視 されるようになってきた。伝統的 には,

トロブリアン ドやマンガイア と同じように,婚 前の性関係はおおら

かであった。今では,結 婚後 に花嫁の処女性が問われ,彼 女が初夜

の性交で使 う白いタパ(樹 皮布)に 血 をつけることによって,そ のあ

か しとする習慣が貴族や上流階層のあいだで一般化している。
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3イ ン セ ス ト ・タ ブ ー

ほ とんどの社会で,近 親の親族関係者のあいだでの性関係は,け

が らわ しい とか罪深いとみ られ,何 らかの制裁の対象 とされている。

さらにその関係者が結婚することは,強 いタブーとなっている。 こ

の近親者間での性関係を禁止する規則は,一 般にインセス ト・タブ

ー(近 親相姦の禁忌)と よばれる。 この規則 は,人 間が他の動物 と異

なる重要な点であり,そ の規則を制度化 したことによって,人 間は

家族や社会をつ くりだしたとする見方がある。また,も し人類が進

化のある時点で,家 族内の性の禁止 を制度化 していなかったら,文

化 も社会 も出現することな く,イ ンセス トをおか している動物のよ

うな状態のまま,留 まっていたであろうという説 もある。それでは,

人間は,い かなる理由でインセス ト・タブーを社会関係の基本 とし

て とりきめたのであろうか。 これ までに提示されたい くつかの仮説

を見 ることにしよう(Fox,1967)。

1)イ ンセス ト・タブーの解釈

一つは,家 族内でインセス トを行 うと親族関係の地位 に混乱が生

じるので忌避 した という説である。た とえば,父 親が自分の娘に男

児を産 ませ ると,そ の子は自分の母親 と 「兄弟」になるからである。

しかし,彼 女の子 どもは彼女の子 どもであることに変わ りはな く,

社会的に父一子の関係 も混乱することはない。チベッ トでは,一 人

の男性が一人 の母親 とその娘 と同時に結婚することがあるが,何 も

地位関係のうえで都合の悪 いことは起 きていない。

つぎは,近 親者間でインブリーデ ィング(同 系交配)を 行 うと,遺

伝的に悲惨な結果 をもたらすであろうという考えである。たしかに,
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その結果,ハ ンディキャップをもつ子孫が現れ るという 「民俗遺伝

学」は多 くの民族で信 じられている。 しかし,現 代の畜産学の生殖

研究分野で行われる競争馬の交配のように,同 系交配は有害である

よりも有利な結果 をもたらす ことの方が大であるとみられている。

三つめは,親 密 さが悔いをか もし出すとい うウェスターマークの

説である。子 どもの ときから親 しく育 てられた関係者のあいだでは,

相手に対する性的欲求が鈍化 してしまうとい うものである。 これに

対 しては,古 くから,そ のような 「本能」的欲望があるのに,な ぜ

タブーとされるかという反論がだされてきた。最近,こ の説を支持

する研究がでてきている。一つは,イ スラエルのキブツで同 じ乳幼

児室や幼稚園などで育った若者(非 親族関係者)の あいだで,性 関係

を もった り,結 婚す る もの は皆無で ある という調査結果 であ る

(Fox,1983)。 もう一つは台湾の漢人社会(無 産者層)で,幼 児期に

ひきとられた養女 とその義兄弟の結婚 においては,離 婚や姦通が多

いという報告である。それは,夫 婦間での性的関係 を避ける傾向が

強いからである(WOLF,1970)。

四つめは,わ れわれはすべて近親者 とインセス トをおか したい と

いう欲望があ り,そ れを抑制するために,タ ブーを課 した という考

えである。一般に 「自然欲望説」 とよばれ,心 理学者のフロイ トが

提唱した説である。家族や親族集団内で,兄 弟姉妹,親 子間での性

的交渉は,争 いへ と発展 し,集 団の崩壊につながるというのである。

この考えは,マ リノフスキーのインセス ト・タブーについての機能

論的説明にも採用 されている。

以上で,イ ンセス ト・タブーの起源に関する,自 然淘汰説,自 然

嫌悪説,そ して自然欲望説について述べたが,最 後 に,近 親相姦の

禁止を族外婚や優先的な婚姻 と結びつける構造論的解釈をとりあげ

ることにしよう。レヴィ=ス トロースは,い かなる社会 も単一の家族
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ではな りたたず,複 数の家族の相互依存関係のもとに成立するとい

う。 この家族間の連帯の基本は婚姻にある。そのために,家 族成員

同士の近親相姦(婚)を 禁止 し,家 族の存続,維 持に最も価値のある

もの(女 性)を 相手集団に贈 ることによって集団間の同盟(alliance)

を強固にできるのである。つまり,集 団内で 「性を消費することの

禁止」が,イ ンセ ス ト・タ ブー で あ る とい う(LEVI-STRAUSS,

1956)。 この説は,近 親者間の性の禁止 と集団間の婚姻(族外婚)と を

混同 していると批判されるが,性 の禁止をともなわない族外婚はあ

りえない と考 えれば,蓋 然性が高いもの といえよう。

近親相姦の禁止 という規範は,人 間社会に普遍的にみられるが,

「近親」 という場合の概念やそれをおか したことに対する制裁は社

会ごとに異なる。日本や欧米社会においては,兄 弟一姉妹,親 一子

といったごくせまい親族関係者のあいだでの性関係が禁止され,イ

トコとのあいだではそれほど厳 しい禁忌が ともなわない。 しかし,

中国や韓国は,「 同姓不婚」という言葉があるように,父 系の親族集

団(宗 族や門中)の 成員間では,か な りの系譜深度があって も結婚は

もちろん性関係 をもつことも忌避されている。逆に,ミ クロネシア

の母系社会では,母 系氏族の成員同士は系譜関係がたどれるかぎり,

性関係が禁止 されるが,父 方の第一イ トコとの性関係は許容され,

ときには結婚が奨励される。 また,ビ ルマのラケール社会のように,

同母異父の子 どもたちは他人同士で性関係 をもてるが,異 母同父の

子 どもたちの性関係は近親相姦 とみなす社会 もある(後 述)。

インセス ト・タブーを守 らない当事者にたいする制裁 についても,

ゆるやかな社会もあれば,追 放や死罪を命ずる社会 もある。ポリネ

シアの多 くの社会では,そ のタブーをおか した ものを島か ら即時追

放する。オース トラ リア ・アボリジニ社会は死罪を規定 している。

ガーナのアシャンティ社会では,イ ンセス トを行 うと,獲 物が射 と
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め られ ず,作 物 も実 を つ け ず,当 事 者 の 集 団 は絶 滅 す る と恐 れ られ

て い る。 また,古 代 バ リ社 会 で は,そ の タ ブ ー を お か した 二 人 は,

豚 が つ け る首 か せ をつ け られ,か い ば お け の 水 を飲 む よ う に 四 つ ん

這 い に させ られ る。 こ の は ず か しめ の あ と村 か ら追 い 出 され,彼 ら

の 土 地 も没 収 され た と い う。 他 の村 人 も不 運 や 危 害 を もた ら す と恐

れ,二 人 を ひ き と らず,二 人 は森 の 中 で 暮 らす こ とが 運 命 づ け られ

る(BELO,1936)。 この よ うに,イ ンセ ス トを動 物 的 行 為 とみ な す 社

会 は 多 い 。

2)近 親婚

インセス ト・タブーはほとん どの人間社会 にみられるが,古 代エ

ジプ ト,18世 紀末 までのハ ワイ,ス ペイン征服前のインカの各王朝

や植民地前のアフリカの王国では,あ る種の近親婚が容認 されてい

た。エジプ トの王家では王の尊厳が神聖であ り,王 族外 との結婚 は

その神聖性 を喪失するという観念のもとに,兄 と妹の結婚が奨励 さ

れた。クレオパ トラが12歳 年上の兄 と結婚 したのも王家の神聖 を保

つための方法であった。ハ ワイ王朝で も王のタイ トルが高位 の出自

(血)にうめこまれてお り,マ ナ という超自然的力がその系統にそっ

て継承されると考えられていた。つまり,王 族内での近親婚 は,マ

ナの力 と王の後継者の神聖性 を強固にすることにあったのである。

そのために,兄 弟 と姉妹,オ ジとメイの結婚が行われた。 それ らの

例 は,王 朝 という特定の階層で,王 位の神聖性 と正統性を保持する

という宗教的 ・神話的背景のもとでの近親婚であり,す べての人び

とが近親者 を配偶者 にすることを認められていたわけではない。 ま

た,兄 弟 ・姉妹婚 といっても,同 母の兄弟姉妹でな く異母のそれ ら

が結婚の対象者であった り,姉 は良いが妹は許 されない とか,近 親

相姦のカテゴリーについては個々の社会で特定の規則 をもうけてい
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るのである。

ラケール社会では,あ る状況のもとでは兄弟 と姉妹の結婚 を認め

ている。ラケール人 は,正 当な結婚 をした男性のもった子 どもは彼

だけのもので,離 婚 した女性(母 親)は 子 どもにたいし何の権利 もも

っていないとみなしている。したがって,同 母異父の子 どもたちは

互いに関係のないもの と考 えられ,自 由に性関係 をもち結婚できる。

その逆,つ まり異母同父の子 どもたちは近親相姦的な関係 におかれ

る(LEACH,1961)。

歴史上の近親婚の例やラケール社会の同母異父 ・兄弟姉妹婚 を,

インセス ト・タブーの例外 とみなせば,イ ンセス ト・タブーは普遍

的性格 をもたな くなってしまうが,社 会的規範 としてインセス ト・

タブーを制度化していない社会はない。けれども,そ の対象とされ

るカテゴリーや性質は,個 々の社会 ・文化的枠組みによって,多 様

な形態 をとりうるともいえよう。

4生 殖 の民俗 理論 とサブスタンス

妊娠から出産にいたる人間の生殖過程についての民俗知識は,個

別の社会 ・文化 によって変異がある。た とえば,妊 娠 は男女の性交

と関係 しないとみなす社会,妊 娠 と出産は超 自然的存在(神)や 祖先

の霊が介在 すると想定する社会,ま た胎児は男性の精液のみでつ く

られ,そ れを養分にして成長すると考える社会などがある。

欧米においてさえ,受 精の過程が科学的に解明されたのは,19世

紀後半のことである。近代の医学や生理学の発達によって,わ れわ

れが生殖 についての知識 をえたのは近年の ことであるか ら,多 くの

「未開」な社会で独 自の生殖理論が構築された としても,不 思議な

ことではない。 また,親 子のつなが りを象徴するのに,何 らかのサ
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ブ ス タ ン ス(身 体 的実 質)を 共 有 す る とい う認 識 も,個 々 の 社 会 で さ

ま ざ ま な表 現 を と る。 わ れ わ れ の 社 会 で も 「骨 肉 の争 い 」 とか 「血

は 水 よ り も濃 い 」 とい う よ うに,親 子 や 近 親 者 は サ ブ ス タ ン ス を 分

か ち も って い る とみ な して い る。 多 くの 社 会 で表 現 さ れ る サ ブ ス タ

ンス は,「 血 」,「肉 」,「骨 」,「毛 髪 」,「へ そ 」 な ど多 彩 で あ る。

古代 ギ リシ ャ,ロ ー マ や イ ン ドな ど高 文 化 の も とで は,生 殖 過 程

は植 物 の 生 長 に た と え られ,「 種 」 と 「畑 」 の 関 係 で 説 明 さ れ て き

た。 男性 の 種(精 液)が 女 性 の 畑(子 宮)で 養 分 を え て,胎 児 に 成 長

す る とい う考 え か た で あ る 。 生 殖 に男 女 双 方 が 関 わ る とい う この 見

方 は,中 国,日 本 だ け で な くイ ン ドネ シ ア,ア フ リカ社 会 に も ひ ろ

くみ られ る。 こ こで,生 殖 に つ い て の 民 俗 理 論 とサ ブ ス タ ンス の 性

質 に つ い て 考 え て み よ う。

中 国 で は,「 男 骨 女 血 」,「男 精 女 血 」とい う慣 用 句 が あ り,男 側 か

ら骨,女 側 か ら血 を う け つ ぐ とい う観 念 が 強 い。 ま た,チ ベ ッ トや

イ ン ドの ア ッサ ム で は,骨 で 父 方,肉 で母 方 の 親 族 を表 して い る。

生 殖 に は 男 性(父)は い っ さい 関 与 し な い とい う社 会 が あ る。 トロ

ブ リア ン ドの人 び とは,70年 ほ ど前 まで は,祖 霊(パ ロマ)が 精 霊 児

(ワイ ワイア)に 生 まれ 変 わ っ て,女 性 の体 内 に 入 り子 ど もに 変 身 す

る と信 じ て い た 。 胎 児 は 母 胎 で 月 経 に よ っ て肥 育 し,出 産 を む か え

る の で あ る。 男 性 の 役 割 は 性 交 に よ っ て 精 霊 児 が 降 臨 す る通 路 を整

え る ことで,精 液 は妊 娠 させ る うえで何 も関 係 しな い とい う(MALINow-

SKI,1929)。 この よ うな 認 識 は,ヤ ップ 社 会 に もみ られ,子 ど も は祖

霊 の 力 に よ っ て母 胎 で形 づ く られ る とい う(牛 島,1987)。 これ ら は,

父 親 と子 ど もの 間 に,身 体 的 連 続 を認 め な い社 会 とい え よ う。 ガ ー

ナ の ア シ ャ ン テ ィや ス ー ダ ン の ウ ド ゥ ッ ク社 会 で も,子 ど もは,母

親 の 血 に よ っ て形 成 さ れ る と認 識 され て い る。 ヤ ップ をの ぞ け ば,

あ との 社 会 は母 系 社 会 で あ り,母 一 子 の つ なが りを,血 とい うサ ブ
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スタンスを共有することで表現 している。

ニューギニアのルシ族の人び とは,胎 児は精液から形成され,精

液 を吸収 して成長すると考えている。母胎は胎児にただ場を提供す

るにすぎないのである(CouNTs&CouNTs,1983)。 このような精液

の作用を重視する見方は,父 系的出自を強調する社会 に顕著で,ア

フガニスタンのパシュトゥンやバルーチ,そ して沖縄社会にもみら

れる。男性の精液,つ まり 「種」が子供の資質を形成するうえで重

要なはたらきをするのである。

他方で,妊 娠 には男女の性交が不可欠であ り,妊 娠 は精液 と血が

混交 した結果であるとみなす社会 もかなりある。ニューギニアのア

ラペ ッシュの人 びとは,そ うして妊娠 したあ と母から肉を父から祖

先の霊質をふ くむ骨 をえることで子どもに成長すると認識 している。

アフリカのアザンデの人びとは,妊 娠は男性精液 と女性の 「粘液」

の結合 によっておこり,男 性 と女性の魂が子 どもの誕生には必要だ

という。そして,男 の魂が強いと男児が生 まれる。 ウガンダのテソ

社会で も,男 の精液が胎児の骨格部分を形づ くり,母 親の 「血」が

その胎児を肥育すると考えられている。タンザニアのカグル社会で

も男性が精液 により骨を形成 し,女 性が妊娠中に 「血」を提供して

胎児をつ くりあげるという観念がある。ここでは,男 性:精 液・骨・

白 ・固体 と女性:血 ・赤 ・液体 とい う対立によって生殖理論が説明

されている。

子 どもは,父 母双方から異なる身体的実質をうけついで生まれる

が,そ の成長過程でどちらかの身体的要素を除去することによって,

社会集団の成員権 を獲得するという認識 をもつ社会がある。ニュー

ギニアの高地社会で とくに顕著にみ られる。シアネ社会の人びとは,

男性の精液 と女性の血の双方に祖霊の集合体(コ ロヴァ)が宿ってお

り,性 交 を介 して両者が混合することで子 どもが形成 されるとみな
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して い る。 つ ま り,子 ど もの 体 内 に は父 方,母 方 の コ ロ ヴ ァが 存 在

す る の で あ る。 しか し,子 ど もが 成 人 して,父 の 父 系 的 集 団 に加 入

す る に は,母 方 の コ ロ ヴ ァを 体 内 か ら放 出 し な け れ ば な らな い。 成

人 儀 礼 に お い て,母 方 の コ ロ ヴ ァ とみ な され る血 を除 去 す る た め に,

子 ど もは 鼻 か ら血 を出 す とい う手 荒 い処 置 を うけ,は じめ て父 の 集

団 成 員 と し て の権 利 を獲 得 で き る の で あ る(SALIsBuRY,1964)。 父 の

集 団 に 子 ど もを帰 属 させ る 方 法 と して,妻 の 集 団 に支 払 い を す る と

か,妻 の 集 団 の属 性 を消 滅 させ る た め に母 か らの サ ブ ス タ ン ス を儀

礼 的 に処 置 す る社 会 も あ る(杉 島,1981)。

5ジ ェ ンダー

ジェンダーの研究に先鞭をつけたのは,ア メリカの女性人類学者

ミー ドである。彼女は,1920年 代の欧米社会で常識 とされていた,

思春期の女性がス トレスや反抗 といった危機的様相を示す という特

徴が,ポ リネシアのサモア社会の少女には見いだせないことを明 ら

かにした。これは,思 春期の女性に期待 される性役割が欧米 とサモ

アでは異なることの証明である(MEAD,1928)。 その後のニューギニ

アの調査でも,彼 女は 「男 らしさ」「女 らしさ」の基準,パ ーソナ リ

ティ,性 役割が社会 ごとに大 きく異なることを指摘 した(MEAD,

1935)。つまり,ミ ー ドはジェンダーの内容や性役割が生物学的条件

によってではな く,文 化的に決定されることを主張 したのである。

この指摘は,人 間の成長過程や性のちがいが生物学的に決 まってお

り,人 間社会に普遍的現象であるという当時の心理学の見解 をくつ

がえしたことで,脚 光 をあびることになった(MEAD,1949)。

ミー ドはジェンダーの多様性 を認め,そ の文化的決定論 を主張 し

たが,男 女間の分業 という性役割の分化を,生 物学的性差,つ まり
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セ ッ ク ス の ち が い と関 連 づ け る人 類 学 者 もい る。 マ ー ドッ ク は,男

性 は狩 猟 ・放 牧 ・交 易 な どの 広 域 にわ た る 活 動 に,女 性 は 家 庭 や そ

の 周 辺 で の食 料 獲 得 の 仕 事 に従 事 し,こ れ が ジ ェ ン ダ ー の 専 門 化 と

協 働 に 発 展 した とみ る。 つ ま り,生 業 活 動 にお け る ジ ェ ンダ ー は 身

体 的 強 靱 性 や 生 殖 機 能 の ち が い に よ っ て 決 ま る とい う見 方 で あ る

(MuRDoCK,1949)。 し か し,マ ー ド ッ クの 説 に は,民 族 誌 の デ ー タ

か らい くつ もの 反 証 を提 示 す る こ とが で き る。 ミ ク ロ ネ シ ア の サ タ

ワ ル社 会 で は,男 性 一 漁 携,女 性 一 農 耕,ト ラ ッ ク社 会 で は,男 性

一 農 耕
,女 性 一 漁 携 と い う分 業 が あ る。 サ タ ワ ル で は,男 性 が タ ロ

イ モ栽 培 を す る とイ モ が 神 に よ っ て 枯 渇 され る と信 じ られ,タ ブー

に な って い る 。 トラ ッ ク で は,男 性 は料 理 づ く りの 責 任 を 負 って い

る。 この 例 か ら も,分 業 の 役 割 は,男 女 間 の 身 体 的 な 強 弱 とい う条

件 で は な く,宗 教 的,社 会 的 要 因,つ ま り文 化 的 カ テ ゴ リー に よ っ

て 規 定 され る こ とが 明 らか で あ る。

レ ヴ ィース トロ ー ス は,出 産 とい う女 性 の 生 物 学 的 な 特 徴 を 除 け

ば,男 女 の 分 業 を規 定 す る規 則 は 存 在 し な い と述 べ,「 ほ とん ど普 遍

的 とい え る男 女 の 分 業 と い う現 象 と,さ まざ ま な仕 事 が 男 女 い ず れ

か に割 りあ て られ る方 法 」 とを 区 別 して い る。 その う えで,男 女 の

分 業 を 「男 女 間 の 相 互 依 存 関 係 を制 度 化 す る … 手 段 に す ぎ な い」 と

結 論 づ け る(LEvl-STRAuss,1956)。 この視 点 は,ジ ェ ンダ ー を 自然

的 条 件 で な く社 会 的 ・文 化 的 次 元 の 問 題 で あ る こ とを示 す もの で あ

る。

レ ヴ ィース トロー ス が,唯 一 生 物 学 的 要 因 で決 定 され る と し た,女

性 の 出産 に 関 し て も クー バ ー ド(擬 娩)の 慣 行 を考 え る と,男 性 と女

性 の ジ ェ ン ダ ー の 境 界 が 曖 昧 に な っ て くる。 ニ ュ ー ギ ニ アの フ ァ社

会 で は,男 性 は女 性 の 月経 に模 して 血 を 出 す し,妻 が 妊 娠 す る とつ

わ りを まね る。 そ の う え,男 性 は 「妊 娠 で き る」 と信 じて い る と い
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う(MEIGS,1976)。 また,メ ラ ネ シ ア の ク ル タ チ社 会 で は,妻 の 分 娩

とそ の 後 の6日 間,夫 は 妻 と同様 隔 離 され 食 物 禁 忌 を守 り,生 業 活

動 に も従 事 し な い(BLAcKwooD,1934)。 擬 娩 の 慣 行 は,南 米,北

米,イ ン ドな どで も行 わ れ て い る 。 そ の 人 類 学 的 解 釈 は,男 性(夫)

の 「社 会 的 父性 の 確 認 」 に あ る 。 しか し,さ き に み た例 で は,男 性

が 女 性 の 生 殖 の 特 徴 を模 倣 し,出 産 そ の も の に 関 与 す る こ と を もの

が た って い る。 し た が って,ジ ェ ン ダ ー は,生 物 学 的 な セ ッ ク ス の

違 い とは別 の 文 化 的 な制 度 的 産 物 で あ る こ とが 明 らか に な っ て く る。

つ ぎ に,男 性 と女 性 の 社 会 的 地 位 に 関 す る ジ ェ ンダ ー に つ い て の

議 論 を と りあ げ て み よ う。

レ ヴ ィース トロー ス は,婚 姻 が 男 性 の 手 に よ る女 性 の 交 換 で あ る と

述 べ,女 性 を モ ノあ る い は 記 号 と し て位 置 づ け た 。そ して,「 政 治 的

な,あ る い は 単 に社 会 的 な権 威 とい う もの が 常 に男 に属 して 」 お り,

こ の 「男 性 優 位 」 は恒 常 的 な もの で あ る と結 論 づ け て い る(LEVI-

STRAuss,1949)。 さ ら に,普 遍 的 現 象 は 自然 に根 ざ し て い る との 視

点 か ら,普 遍 と特 殊(規 則)の 関 係 を 自然 と文 化 の 関 係 に 等 置 し,男

性 と女 性 の構 造 的 地 位 関 係 を 自然/文 化,女 性/男 性 とい う二 項 対

立 の 図式 に位 置 づ けた 。

この構 造 主 義 の 構 図 は,1970年 代 に さ か ん に な っ た 女 性 人 類 学 者

の ジ ェ ン ダ ー,と りわ け 女 性 研 究 に理 論 的 枠 組 を あ た え る こ と に な

る。 そ の 成 果 は,1974年 の 『女 性 ・文 化 ・社 会 』(RosALD&LoulsE,

Woman,Cultureand.Society)の 論 集 の な か で 展 開 さ れ た 。 フ ェ ミニ

ス ト人 類 学 の旗 手 オ ー トナ ー は,「社 会 的 経 済 的 に い か な る形 態 を と

ろ う と も,社 会 が 複 雑 で あ ろ う と単 純 で あ ろ う と も,女 性 が 従 属 的

な地 位 に甘 ん じて い る 」 とい う問 題 意 識 か ら,男 性:文 化,女 性:

自然 と い う対 立 を,優 位 と 劣 位 の 価 値 序 列 に 還 元 し た(ORTNER,

1974)。 この 女 性 の 社 会 的 劣 位 の 普 遍 性 を もた ら し た 状 況 と要 因 に つ
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いて,彼 女はつぎの三点を指摘する。

一つは
,女 性はその生理構造ゆえに生命の再生産 に関わらざるを

えないのに対 し,男 性 はそれか ら自由で文化の創造 に関わる。二つ

めは女性がすべての哺乳動物のメスと同様,生 殖や育児に関わる役

割 をおっているゆえに,自 然により近 い存在である。そして,三 つ

め として,女 性の精神構造が,主 観的,個 人主義的性向をもつゆえ

に,男 性のそれより自然に近 く,低 次元である点をあげる。彼女は,

「男性」が 「文化」を象徴するのにたいし,「女性」は月経,出 産,

授乳 という生理的機能 をそなえた存在であるゆえに,普 遍的に 「自

然」その ものでないにして も,「 自然」により近いものと認識されて

いると主張する。

チ ョドローは,女 性劣位の原因を心理的要因 と関連づけて説明す

る。子 どもの社会化の過程で,母 一息子,母 一娘の関係の構造的差

異が,「 男 らしさ」「女 らしさ」のパーソナ リティを形成するととも

に,女 性の劣位性を再生産するという指摘である。具体的には,母

親 は娘 と自分 を同一視 し,娘 は母親のまねをすることで「女らしさ」

を身につけ,娘 は自己を確立 し,自 立することよりも,母 親 と心理

的依存関係のもとに成長 し,そ れ を次世代へ とうけついでゆ くので

ある(CHoDoRow,1974)。

新 しい女性研究のもう一人の理論構成者ロサル ドは,男 性 と女性

の文化的評価 における非対象性を社会構造 との関連で位置づける。

彼女は,男 性 と女性の社会的活動が家庭的 と公的とに分化する傾向

か ら,「家庭内志向」と 「公的志向」の二つの概念 によって,そ れ ら

の役割や関心領域 を類別する。そして,女 性は出産 とりわけ育児に

束縛 されるので家庭 内志向の性質をおび,家 庭外 における政治的 ・

軍事的な活動 といった公的領域 を男性に委ねることになる。したが

って,公 的志向をする男性の方が社会的に高い地位を築 き,女 性は
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社会的 ・文化的 レヴェルでは排除 され,劣 位化 ・低評価されざるを

えないのである(RosALD,M.1974)。

新 しい女性研究の理論を築いた三人の人類学者は,観 念 ・価値体

系,社 会化,社 会構造 と異なる領域で女性が社会的に劣位 におかれ

ている状況 とその原因を追究した。 そして,女 性劣位の普遍性 を,

社会的文化的な構築物であると主張 し,そ の根拠 を女性の生理的 ・

心理的機能 とそれにもとつ く母親の役割に結びつけている。

1970年 の後半からは,そ の理論的枠組が個別社会における女性の

ありかたの研究に適用され,検 討 されるなかで,多 くの議論が展開

されてきた。たとえば,「女性の地位」とか 「女性の劣位性」の概念

の曖昧 さ,男 性 と女性の活動領域 における相互補完的性質の見落 と

し,男 性優位 と女性劣位の決定要因を生物学的決定主義 に依拠する

ことの矛盾,そ して西欧思想中心主義的な二項対立の図式の適用な

ど,そ の理論的枠組の有効性をめ ぐる疑問が提示されている。

ス トラザー ンは,自 然/文 化の概念をニューギニア高地のバーゲ

ン社会には適用できないことを指摘する。「飼育 された もの」と「野

生のもの」 というハーゲンの概念 は,西 洋の 「文化」 と 「自然」に

は対応せず,ま た男性 と女性の区分にあたるのは 「威信」 と 「くだ

らない」というカテゴリーである。 そして,「 飼育 された もの」の概

念 は,文 脈 に よ っ て,男 性 も女 性 も指 示 す る こ とが あ る

(STRATHERN,1981)。 これは,西 洋思想の産物である二項対立の図

式で,個 別社会の事象を類別 し,意 味づけることに対する批判であ

る。

男性 と女性の優劣を評定する場合,二 者関係の どの局面 をとらえ

るか も問題である。 ミクロネシアのサタワル社会では,女 性 は一族

の財産を管理 し処分する権利や,夫 婦間では妻が夫 を離婚 させる権

利をもつ。女性 は兄弟に対 し表敬行動を義務づけられるが,母 方オ
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ジか らは敬語で話 しかけられる。 しかし,女 性 は集会 に出席 して発

言する権利はない。 この ことからも,男 女の優劣を政治的,社 会的

レベルのみで評価することは,男 女間の社会的地位の一面を捉 えた

にすぎない といえよう。ジェンダー研究においては男性 と女性 とを

集合的に捉えるのではな く,母 一息子,父 一娘,夫 一妻,兄 弟一姉

妹な ど,男 性 と女性の社会的諸関係を明 らかにし,そ れぞれの行動

の文脈において 「優劣」を位置づける必要がある。

つ まり,個 別社会における女性を社会的役割 を負った存在 として

の女性 としてステレオタイプに把握するだけではな く,女 性が諸活

動 において発揮する 「力」をも視野にいれて,ジ ェンダーの問題 を

考えることが重要である。ステレオタイプ化 された性役割だけをと

りあげるなら,ジ ェンダー研究 は,生 物学的決定主義に回帰 してし

まうことになるか らである。
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